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規

則

青
森
県
景
観
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
七
十
八
号

青
森
県
景
観
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
景
観
条
例
施
行
規
則

(

平
成
八
年
三
月
青
森
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
条
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
六
百
七
十
七
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
と
し
て
指
定
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
の
所
在
場
所

青
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市
大
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寒
水
沢
一
の
六

二
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安
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指
定
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目
的
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１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
青
森
市

役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
六
百
七
十
八
号

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二

十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
北
金
ヶ
沢
字
小
童
子
山
一
の
一
六
六(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

保
安
林
を
解
除
し
よ
う
と
す
る
理
由

農
道
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
深
浦
町
役
場
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
六
百
七
十
九
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
道
路
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
二
月
青
森

県
規
則
第
二
十
号)

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
及
び
三
沢
市
役
所
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
の
施
行

平
成
十
九
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
砂
利
採
取
業
者
の

登
録
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
四
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十
号)

第
八
条
の
規
定
に
よ
り
公
告

す
る
。平

成
十
九
年
九
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

試
験
の
期
日
及
び
場
所

１

期
日

平
成
十
九
年
十
一
月
九
日

(

金)

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

２

場
所

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
四
○

青
森
県
観
光
物
産
館

｢

ア
ス
パ
ム｣

五
階

会
議
室

｢

あ
す
な
ろ｣

二

試
験
科
目
等

試
験
は
、
筆
記
に
よ
る
試
験
と
し
、
そ
の
試
験
科
目
は
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

１

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
法
令

２

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項

(

基
礎
的
な
土
木
及
び
河
川
工
学
に
関
す
る
事
項
を

含
む
。)
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区

間

延

長

幅

員

指

定

年
月
日

三
沢
市
中
央
町
二
丁
目
七
の
二
二
か
ら

三
沢
市
中
央
町
二
丁
目
七
の
二
三
ま
で

三
六
・
三
三
メ

ー
ト
ル

三
・
〇
〇
メ
ー

ト
ル

平
成

��

･

�･

��

三
沢
市
中
央
町
二
丁
目
七
の
二
一
か
ら

三
沢
市
中
央
町
二
丁
目
七
の
二
三
ま
で

二
六
・
九
三
メ

ー
ト
ル

〇
・
六
七
メ
ー

ト
ル

〃

三
沢
市
中
央
町
二
丁
目
六
の
一
一
か
ら

三
沢
市
中
央
町
二
丁
目
六
の
一
四
ま
で

三
八
・
四
七
メ

ー
ト
ル

三
・
〇
〇
メ
ー

ト
ル

〃



( )

三

受
験
願
書
の
受
付
期
間

平
成
十
九
年
十
月
一
日
か
ら
同
月
十
九
日
ま
で

(

郵
送
の
場
合
は
同
月
十
九
日
付
け
消
印
の
あ

る
も
の
ま
で
有
効
と
す
る
。)

四

受
験
願
書
の
提
出
先

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課

五

提
出
書
類

１

受
験
願
書

一
通

２

履
歴
書

一
通

３

写
真

一
枚

(

写
真
の
大
き
さ
は
手
札
形
で
、
受
験
願
書
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し

た
正
面
上
半
身
像
と
し
、
そ
の
裏
面
に
撮
影
年
月
日
、
氏
名
及
び
年
齢
を
記
載
し
た
も
の)

六

受
験
手
数
料

七
千
六
百
円

(

青
森
県
収
入
証
紙
に
よ
り
、
受
験
願
書
提
出
時
に
添
付
し
て
納
入
す
る
。
消
印

し
て
は
な
ら
な
い
。)

七

そ
の
他

受
験
願
書
及
び
履
歴
書
の
用
紙
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
で
配
布
す
る
。(

郵
送

を
希
望
す
る
場
合
は
、
返
送
先
を
明
記
し
た
返
信
用
封
筒
に
、
八
十
円
分
の
切
手
を
貼
り
付
け
た

も
の
を
同
封
す
る
こ
と
。)

後
日
、
受
験
者
に
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
河
川
砂
防
課
か
ら
受
験
票
を
送
付
す
る
。

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
青

森
南
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
六
日

東
青
地
域
県
民
局
長

中

島

久

宜
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開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所

及
び
氏
名

(

名
称)

三
沢
市
前
平
一
丁
目
三
の
八
か
ら
三
の
一
〇

ま
で
、
八
の
一
か
ら
八
の
一
二
ま
で
、
九
の

一
か
ら
九
の
九
ま
で
、
一
〇
の
二
か
ら
一
〇

の
六
ま
で
及
び
一
一
の
一
か
ら
一
一
の
五
ま

で

(

第
四
工
区
、
第
五
工
区)

三
沢
市
桜
町
一
丁
目
一
の
三
八

三
沢
市
土
地
開
発
公
社

十
和
田
市
大
字
洞
内
字
樋
口
七
八
の
四
四
、

七
八
の
一
一
四
一
及
び
七
八
の
一
一
四
七
か

ら
七
八
の
一
一
六
〇
ま
で

(

第
一
工
区)

十
和
田
市
東
二
十
三
番
町
一
番
一
号

株
式
会
社

不
動
産
セ
ン
タ
ー
十
和
田

三
沢
市
深
谷
一
丁
目
一
七
八
の
一
、
一
七
八

の
一
四
、
一
七
八
の
一
六
、
一
八
三
の
一
か

ら
一
八
三
の
八
ま
で
、
一
八
三
の
一
〇
、
一

八
五
の
一
及
び
一
八
五
の
五
か
ら
一
八
五
の

一
〇
ま
で

三
沢
市
深
谷
一
丁
目
一
七
八
の
一山
本

ソ
ノ

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃監

事

〃理

事

〃〃〃

秋
元

實

川
村

輝
美

手
塚

憲
一

長
崎

敏
昭

工
藤

武
一

山
田

芳
一

佐
藤

信
一

川
村

彰
一

秋
元

實

手
塚

憲
一

川
村

輝
美

青
森
市
大
字
荒
川
字
筒
井
三
八

〃

大
字
八
ツ
役
字
芦
谷
一
六
一

〃

大
字
浪
館
字
平
岡
一
三
三

〃

大
字
大
野
字
若
宮
五
六
の
一

〃

〃

〃

三
八

〃

大
字
荒
川
字
柴
田
一
七
の
一

〃

奥
野
四
丁
目
一
五
の
三
二

〃

大
字
荒
川
字
松
尾
六
九

〃

〃

字
筒
井
三
八

〃

大
字
浪
館
字
平
岡
一
三
三

〃

大
字
八
ツ
役
字
芦
谷
一
六
一

平
成

��

･

�･

��就
任

〃〃〃〃〃〃��･

�･

��退
任

〃〃〃
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土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
目

屋
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
六
日

中
南
地
域
県
民
局
長

九

戸

眞

樹

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
弘

前
市
和
徳
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条

第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
六
日

中
南
地
域
県
民
局
長

九

戸

眞

樹

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
鬼

沢
楢
木
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
六
日

中
南
地
域
県
民
局
長

九

戸

眞

樹
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〃監

事

〃

長
崎

敏
昭

山
田

芳
一

佐
藤

信
一

〃

大
字
大
野
字
若
宮
五
六
の
一

〃

大
字
荒
川
字
柴
田
一
七
の
一

〃

奥
野
四
丁
目
一
五
の
三
二

〃〃〃

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

理

事

三
上

鉄
雄

中
津
軽
郡
西
目
屋
村
大
字
杉
ヶ
沢
字
平
岡
一
五

九

平
成
��･

�･

��

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃

阿
保

峰
雄

柴
谷

幸
一

佐
藤

貢

弘
前
市
大
字
撫
牛
子
三
丁
目
一
の
七

〃

大
字
津
賀
野
字
宮
崎
七
一

〃

〃

〃

六
六
の
一

平
成

��

･

�･

�就
任

〃〃

〃〃〃〃〃〃〃〃〃

佐
藤

公
治

三
浦

一
志

小
田
桐
義
文

阿
保

峰
雄

柴
谷

幸
一

佐
藤
千
代
春

長
谷
川
謙
一

佐
藤

公
治

三
浦

一
志

〃

大
字
清
野
袋
四
丁
目
三
の
一
〇

〃

大
字
悪
戸
字
中
野
四
の
一

〃

大
字
撫
牛
子
五
丁
目
三
の
八

〃

大
字
撫
牛
子
三
丁
目
一
の
七

〃

大
字
津
賀
野
字
宮
崎
七
一

〃

大
字
百
田
字
岡
本
二
三
の
三

〃

大
字
向
外
瀬
五
丁
目
五
の
一

〃

大
字
清
野
袋
四
丁
目
三
の
一
〇

〃

大
字
悪
戸
字
中
野
四
の
一

〃〃��･

�･

�退
任

〃〃〃〃〃〃

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃

藤
田

光
男

小
山

信
作

藤
田

吉
広

神

道
徳

須
藤

辰
雄

角
田

重
雄

千
葉

昭
則

千
葉

徳
英

藤
田

国
美

鳴
海

平
内

小
山
内

豊

弘
前
市
大
字
鬼
沢
字
猿
沢
七
〇
の
二
〇

〃

〃

字
山
ノ
越
一
二
六
の
二

〃

〃

字
猿
沢
一
一
七

〃

〃

字
後
田
一
六
五
の
四

〃

〃

字
山
ノ
越
四
八
の
一

〃

大
字
楢
木
字
牧
野
二
一
七
の
三

〃

〃

字
用
田
六
三
の
一
一

〃

〃

字
牧
野
一
一

〃

大
字
鬼
沢
字
猿
沢
一
〇
五
の
二

〃

〃

字
山
ノ
越
七
九
の
二

〃

大
字
楢
木
字
用
田
二
二
八

平
成

��

･

�･

�就
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃



( )

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任
及
び
退
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
板

柳
東
部
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
及
び
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

十
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
六
日

西
北
地
域
県
民
局
長

神

豊

勝

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
六
日

西
北
地
域
県
民
局
長

神

豊

勝
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〃理

事

〃〃〃〃〃〃〃〃監

事

〃〃

神

久
助

須
藤

辰
雄

小
山

信
作

藤
田

吉
広

神

道
徳

藤
田

光
男

角
田

重
雄

泉
田
雄
三
郎

千
葉

徳
英

藤
田

国
美

藤
田

高
男

小
山
内

豊

鳴
海

平
内

〃

大
字
鬼
沢
字
菖
蒲
沢
九
一
の
二

〃

〃

字
山
ノ
越
四
八
の
一

〃

〃

字
山
ノ
越
一
二
六
の
二

〃

〃

字
猿
沢
一
一
七

〃

〃

字
後
田
一
六
五
の
四

〃

〃

字
猿
沢
七
〇
の
二
〇

〃

大
字
楢
木
字
牧
野
二
一
七
の
三

〃

〃

字
用
田
七
四
の
三

〃

〃

字
牧
野
一
一

〃

大
字
鬼
沢
字
猿
沢
一
〇
五
の
二

〃

〃

字
菖
蒲
沢
八
三

〃

大
字
楢
木
字
用
田
二
二
八

〃

大
字
鬼
沢
字
山
ノ
越
七
九
の
二

〃��

･

�･

�退
任

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
及
び
退
任

の

年

月

日

理

事

〃〃〃〃

山
内

金
男

久
米
田
栄
一

斎
藤

博
文

成
田

清
行

高
橋

洋
美

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
滝
井
字
川
崎
四
二

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
常
海
橋
字
松
枝
三
九
の

一北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
五
林
平
字
三
宅
一
五
の

二北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
牡
丹
森
字
鴨
泊
一
八
五

の
二

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
瀬
良
沢
字
沼
田
一
一
五

平
成

��

･

�･

��就
任

〃〃〃〃

監

事

〃理

事

〃〃〃〃監

事

〃

関

常
治

福
士

孝
一

成
田

清
行

久
米
田
栄
一

山
内

金
男

大
谷

浩
二

高
橋

洋
美

関

常
治

福
士

孝
一

五
所
川
原
市
大
字
中
泉
字
松
枝
一
一
四

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
常
海
橋
字
俵
元
四
三

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
牡
丹
森
字
鴨
泊
一
八
五

の
二

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
常
海
橋
字
松
枝
三
九
の

一北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
滝
井
字
川
崎
四
二

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
五
林
平
字
細
田
一
九
二

の
一

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
瀬
良
沢
字
沼
田
一
一
五

五
所
川
原
市
大
字
中
泉
字
松
枝
一
一
四

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
常
海
橋
字
俵
元
四
三

〃〃��･

�･

��退
任

〃〃〃〃〃〃

土

地

改

良

事

業

の

名

称

事
業
を
行
う
者

工

事

完

了

年

月

日

十
八
年
災
農
地
災
害
復
旧
事
業

八
―
一

鰺

ケ

沢

町

平
成
��

･

�･

��

〃

八
―
二

〃

��･

�･

��

〃

八
―
三

〃

��･

�･

�

十
八
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
八
―
一
〇
一

〃

��･

�･

��

〃

八
―
一
〇
二

〃

��･

�･

��



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法

律
第
百
九
十
五
号)
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
二
十
六
日

西
北
地
域
県
民
局
長

神

豊

勝
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〃

八
―
一
〇
三

〃

��

･

�･

��

地
区
名

県

営

土

地

改

良

事

業

の

名

称

工
事
完
了

年

月

日

大

泊

た
め
池
等
整
備
事
業

平
成
��･

��･

�

白

山

〃

��･

�･

��

板
柳
中
部

緊
急
農
地
集
積
ほ
場
整
備
事
業

��･

��･

��

米

元

農
免
農
道
整
備
事
業

��･

�･

��

中

野

尻

一
般
農
道
整
備
事
業

��･
��･

��

森

田

農
村
総
合
整
備
事
業

��･

��･
�


